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⑴ 規制対象となる項目と関係法令等
○ごみ処理施設の建設や稼働にあたっては、公害防止及び環境保全に係る

各種関係法令等でさまざまな規制がかけられています。

○廃棄物処理施設の運転管理する際に遵守しなくてはならない
基準値（法令等基準値）が定められています。

１ 環境保全基準について



１ 環境保全基準について

○ごみ処理施設を稼働する場合は、法令等基準値を超えないよう
運転管理をする必要があります。

○自主基準値を用いて、施設の維持管理計画の届出を行った場合などは、
自主基準値に対して法的な遵守義務が生じることになります。

⑵ 法令等基準値と自主基準値
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１ 環境保全基準について

○本組合の環境保全対策に関する基準値の設定は、法令等基準値の遵守を
前提とします。その上で、一部の項目（排ガス）については、
埼玉県内の同規模施設を参考に、技術的に達成可能な、
より厳しい自主基準値を採用し、周辺地域の生活環境を保全していきます。

⑶ 本組合の環境保全対策に関する基準値設定の考え方
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⑷ 建設検討委員会での検討状況

○上記の考え方を踏まえ、各項目の基準値や環境保全対策の考え方について
案を作成し、第２回建設検討委員会（R5.8.22開催）で案を検討して
いただきました。

○各案について、当日、建設検討委員会で御了承いただきました。



２ 各項目の基準値案とその保全対策について

○法令等基準値、現施設の状況、県内の同規模施設の自主基準値等を踏まえ、
技術的に可能な自主基準値を設定します。

※1

※ 排ガスに係る基準値は、酸素濃度12％換算値 ※１ 焼却能力4t/時・1炉以上
※２ 施設規模（167t/日）に対し、有効煙突高を59m、排ガス量を24,000m3N/hと仮定した場合の数値

⑴ 排ガスの基準値（自主基準値）
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○ごみ処理施設の稼働にあたっては、
騒音規制法及び埼玉県生活環境保
全条例の基準値を遵守します。

○敷地境界において、下記の基準値
以下となるように運転管理を行い
ます。

参考：騒音調査・測定・解析のソーチョー, 「騒音値の基準と目安」. 
https://www.skklab.com/standard_value

⑵ 騒音の基準値（法令等基準値）

２ 各項目の基準値案とその保全対策について
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○ごみ処理施設の稼働にあたっては、
振動規制法及び埼玉県生活環境保
全条例の基準値を遵守します。

○敷地境界において、下記の基準値
以下となるように運転管理を行い
ます。

参考：騒音調査・測定・解析のソーチョー, 
「振動の法令規制基準値と大きさの目安」. 

https://www.skklab.com/振動の法令規制基準値と大きさの目安

⑶ 振動の基準値（法令等基準値）

２ 各項目の基準値案とその保全対策について
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○ごみ処理施設の稼働にあたっては、
悪臭防止法の基準値を遵守します。

○それぞれの測定場所において、
下記の基準値以下となるように
運転管理を行います。

参考：上野 広行ら,「臭気指数のめやすについて」,
『東京都環境科学研究所年報』, p 47-51(2008)

※ ３号基準は排水処理の方法（放流or無放流による場内再利用）により
適用の可否が決定

⑷ 悪臭の基準値（法令等基準値）

２ 各項目の基準値案とその保全対策について
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⑸ 排水の基準値（法令等基準値）
○現時点ではごみ処理方式などが決まっていないため、排水処理の方法も

公共用水域（外部）に放流とするか、放流せずに場内再利用とするか、
決定しておりません。

○公共用水域に放流する場合には、水質汚濁防止法及びダイオキシン類特別
措置法の基準値を遵守し、その基準値以下となるよう運転管理を行います。

２ 各項目の基準値案とその保全対策について
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⑹ 各項目の保全対策の考え方

２ 各項目の基準値案とその保全対策について
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